
事 務 連 絡

令和２年７月３１日

各都道府県財政担当課

各都道府県市区町村担当課

各都道府県議会事務局 御中

各指定都市財政担当課

各指定都市議会事務局

総務省自治財政局財政課

令和２年度一般会計の予備費の使用に伴う地方負担への対応について

政府は、令和２年度一般会計の予備費の使用を閣議決定したところであります

（別添資料参照）。

これに伴う財政措置として別紙のとおり講ずることを予定しておりますので、

お知らせいたします。

貴都道府県内の市区町村及び市区町村議会に対しても速やかに措置の内容を御

連絡いただくようお願い申し上げます。



（別 紙）

政府は、令和２年度一般会計の予備費（１，０１７億円）の使用を閣議決定し

たところである（別添資料参照）。

今回の予備費使用においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、

これに対しては以下のとおり財政措置を講ずる予定である。

なお、詳細については、別途お知らせすることとしている。

１ 災害復旧事業

(1) 直轄・補助事業として実施する災害復旧事業（地方公営企業が実施するも

のを除く）について、地方負担額の１００％まで補助災害復旧事業債を充当

できることとし、後年度における元利償還金の９５％を公債費方式により基

準財政需要額に算入することとしている。

(2) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業（被災産地施設支援対策）、

林業・木材産業成長産業化促進対策交付金事業（被災木材加工流通施設等復

旧対策）及び浜の活力再生・成長促進交付金事業（被災施設整備対策事業）

について、地方負担額の１００％まで一般単独災害復旧事業債を充当できる

こととし、後年度における元利償還金については、地方公共団体の財政力に

応じ、その４７．５～８５．５％を公債費方式により基準財政需要額に算入

することとしている。

(3) 地方公営企業が実施する災害復旧事業について、地方負担額の１００％ま

で地方公営企業災害復旧事業債を充当できることとし、後年度における元利

償還金については、一般会計からの繰出額に応じ、その最大５０％までを特

別交付税により措置することとしている。

２ 災害関連事業

地方負担額の１００％まで補正予算債を充当できることとし、後年度におけ

る元利償還金の８０％を公債費方式により基準財政需要額に算入することとし

ている。

３ 災害廃棄物処理事業

災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、地方負担額の

１００％まで地方債を発行できることとし、後年度における元利償還金の

９５％を公債費方式により基準財政需要額に算入することとしている。また、

災害対策債の発行要件を満たさない地方公共団体においては、地方負担額の

９５％を特別交付税により措置することとしている。



４ なりわい再建支援事業

地方公共団体が補助する経費の２／３を国が補助する場合、災害対策債の発

行要件を満たす地方公共団体においては、地方負担額の１００％まで地方債を

発行できることとし、後年度における元利償還金の９５％を公債費方式により

基準財政需要額に算入することとしている。また、災害対策債の発行要件を満

たさない地方公共団体においては、地方負担額の９５％を特別交付税により措

置することとしている。

なお、地方公共団体が事業者負担に対して総事業費の３／４以内で補助する

経費の１／２を国が補助する場合、地方負担額の７０％を特別交付税により措

置することとしている。

５ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業（被災農業者支援型）

地方公共団体が事業者負担に対して国庫補助額の範囲内で補助する場合、地

方負担額の７０％を特別交付税により措置することとしている。

６ 災害援護貸付金

資金手当として地方負担額の１００％まで一般事業債を充当できることとし

ている。

７ 災害救助費及び災害弔慰金等

地方負担額については、従前と同様、所要の特別交付税措置を講ずることと

している。



令 和 ２ 年 度 一 般 会 計 予 備 費 使 用 

 

 

令 和 ２ 年 ７ 月 ３ １ 日  

閣 議 決 定  

 

災 害 関 係 経 費 

 内閣府所管 

  被災者生活再建支援に必要な経費       ８，２０４，９７５千円 

  災害救助等に必要な経費          １１，１８９，４００ 

  自然災害による被災者の債務整理支援に必要     １１，８８３ 

な経費 

 

 総務省所管 

緊急消防援助隊が行う災害救助活動等に必要    １６０，６９５ 

な経費 

 

 財務省所管 

  中小企業者等の経営の安定等に必要な経費   ２，４００，０００ 

 

 厚生労働省所管 

  医療施設災害復旧に必要な経費          ９４６，８１１ 

  生活衛生関係営業者等の経営の安定等に必要    １７６，０００ 

な経費 

  社会福祉施設等設備災害復旧に必要な経費     ６５５，８２５ 

  社会福祉施設等災害復旧に必要な経費     ５，７５９，７５７ 

  水道施設災害復旧事業に必要な経費      １，３９４，９０６ 

 



 農林水産省所管 

  農家等の営農再開支援に必要な経費        ７９３，０４５千円 

  農畜産物共同利用施設等の整備に必要な経費  ２，２９９，８９９ 

  被災農業者支援事業に必要な経費       ７，２４８，７９０ 

  農業施設災害復旧事業に必要な経費        １２１，５７４ 

  治山事業調査に必要な経費          １，０３８，４８７ 

木材加工流通施設等の整備に必要な経費      ３８１，３８０ 

漁場等の機能回復に必要な経費          ２５７，００８ 

水産業共同利用施設の整備に必要な経費       ６９，０００ 

   

 経済産業省所管 

  石油製品販売業早期復旧支援事業に必要な経    １７１，４２５ 

費 

中小企業者等の経営支援に必要な経費    １１，４６３，４１６ 

  中小企業施設等復旧整備事業等に必要な経費 ２７，７５０，７６４ 

中小企業者等の経営の安定等に必要な経費   １，１００，０００ 

 

 国土交通省所管 

  河川維持修繕事業に必要な経費        ９，５３６，４６６ 

  河川災害復旧事業等に必要な経費       １，９９５，９１４ 

  九州地方等の観光再建支援調査に必要な経費    ３２２，０００ 

 

 環境省所管 

  災害廃棄物処理事業に必要な経費       ２，７１８，７２０ 

 

 防衛省所管 

  自衛隊の部隊が実施する災害派遣活動に必   ２，３１５，０９１ 

要な経費            



自衛隊施設等災害復旧に必要な経費      １，２４０，８８３千円 

 

            計         １０１，７２４，１１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 参 考 ） 

  予 備 費 予 算 額             ５００，０００，０００千円 

  前回までの使用累計額              ８６，２３２，０９９ 

  今 回 使 用 額             １０１，７２４，１１４ 

  差 引 残 額           ３１２，０４３，７８７ 

 


